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農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第５項の規定により、農用地利用集積等促進

計画を令和７年12月26日に認可したので、同条第７項の規定に基づき、公告する。

令和７年12月26日

秋田県知事 鈴 木 健 太

農用地利用集積等促進計画の概要

１ 権利の移転関係（売り手）

番号 所有権の設定を行う者 所有権の設定を行う土地

氏名又は名称 市町村

30 柴 田 秀 男 横手市 横手市十文字町植田字忍ノ沢247番地３

31 髙 安 朗 横手市 横手市大森町袴形字新町234番ほか７筆

２ 権利の移転関係（買い手）

番号 所有権の設定を受ける者 所有権の設定を受ける土地

氏名又は名称 市町村

32 野 田 英 夫 横手市 横手市増田町亀田字柳原158番地６

33 農事組合法人塚堀農事生産組合 横手市 横手市清水町新田字鳥海見48番ほか１筆

34 農事組合法人三関ファーム 湯沢市 湯沢市字万石21番


